
議案第13号 

   へき地手当等に関する規則の一部改正について 

 

  令和７年３月25日提出  岩手県人事委員会 委員長  渡辺 正和 

 

第１ 趣旨 

   市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正に伴い定年前再任用

短時間勤務職員にへき地手当等を支給することとされたことから所要の改

正を行うとともに、市町村立学校等の統廃合に伴いへき地学校等を改めよ

うとするものである。 

 

第２ 規則案の内容 

(１) 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部改正により、定年前再

任用短時間勤務職員に対し、へき地手当等が新たに支給されることに伴

い、当該職員に係る手当額の算定方法を定めること。（第３条関係） 

(２) へき地学校の統廃合に伴い、廃止される学校等を削ること。（別表第

１関係） 

(３) 準へき地学校の統廃合に伴い、廃止される学校を削ること。（別表第

２関係） 

 

第３ 施行期日（附則関係） 

(１) 令和７年４月１日から施行すること。（附則第１項関係） 

(２) 所要の経過措置を講ずること。（附則第２項関係） 
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 へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月 日 

岩手県人事委員会       

委員長 渡 辺 正 和  

岩手県人事委員会規則第 号 

   へき地手当等に関する規則の一部を改正する規則 

 へき地手当等に関する規則（昭和35年岩手県人事委員会規則第21号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（へき地手当の月額） 

第３条 へき地学校に勤務する職員に支給するへき地手当の月

額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に別表第１の級別区

分欄に掲げる学校及び共同調理場の級別区分に応じ、次に定

める支給割合を乗じて得た額とする。 

 

 

 

（へき地手当の月額） 

第３条 へき地学校に勤務する職員に支給するへき地手当の月

額は、給料及び扶養手当の月額の合計額（定年前再任用短時

間勤務職員の任用に関する条例（令和４年岩手県条例第39号

）第２条の規定に基づき採用された職員にあっては、給料の

月額。以下同じ。）に別表第１の級別区分欄に掲げる学校及

び共同調理場の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じ

て得た額とする。 

(１)～(５) ［略］ (１)～(５) ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

別表第１（第２条、第３条関係） 別表第１（第２条、第３条関係） 

    小学校     小学校 

 所管教育

事務所 
学 校 所在地 級別区分 

  所管教育

事務所 
学 校 所在地 級別区分 

 

  ［略］      ［略］    

 宮古教育

育務所 

釜津田小学校 下閉伊郡岩泉町釜

津田 

３級   宮古教育

事務所 
   

 

  重茂小学校  ［略］     重茂小学校  ［略］   

   ［略］       ［略］    

   ［略］       ［略］    

  ［略］      ［略］    

 ［略］  ［略］ 

    共同調理場     共同調理場 

 所管教育

事務所 
共同調理場 所在地 級別区分 

  所管教育

事務所 
共同調理場 所在地 級別区分 

 

  ［略］      ［略］    

 宮古教育

事務所 

宮古市立学校重

茂給食センター 

宮古市重茂 ２級   宮古教育

事務所 

    

  田野畑村立学校

給食センター 

 ［略］     田野畑村立学校

給食センター 

 ［略］   

  ［略］      ［略］    

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 
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    小学校     小学校 

 所管教育事務所 学 校 所在地   所管教育事務所 学 校 所在地  

  ［略］    ［略］  

 県北教育事務所  ［略］ ［略］   県北教育事務所  ［略］ ［略］  

  晴山小学校  ［略］    晴山小学校  ［略］  

  戸田小学校 九戸郡九戸村大字戸田       

  鳥海小学校 二戸郡一戸町中里       

 ［略］   ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例（令和４年岩手県条例第33号）第８条、第９

条、第11条又は第12条の規定に基づき採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例（令和４年岩手県条

例第39号）第２条の規定に基づき採用された職員とみなして、この規則による改正後のへき地手当等に関する規則の規定を適用

する。 
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